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１．開  会 

                           （午後 ２時００分） 

 司会（北上川下流河川事務所） それでは、定刻になりましたので、ただいまか

ら第20回鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会を開催させていただきます。 

 本日、司会を進行させていただきます北上川下流河川事務所、髙田と申します。

よろしくお願いいたします。 

 

２．あいさつ 

 

 司会（北上川下流河川事務所） それでは、開催に当たりまして、主催者を代表

して、東北地方整備局河川部長、國友よりご挨拶申し上げます。 

 

 事務局（東北地方整備局） 今紹介がありました東北地方整備局河川部長の國友

でございます。 

 本日は、年度末の大変お忙しい中、また３月も半ばも過ぎ、お彼岸も過ぎました

が、雪がまだ降る足元の悪い中、この鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会にご出席賜

りまして、誠にありがとうございます。各委員の皆様方におかれましては、日頃よ

り東北地方整備局の河川行政、とりわけこの鳴瀬川水系河川整備関係に様々な形で

ご助言、ご支援等を賜っておりますことをこの場をお借りいたしまして、厚く御礼

申し上げたいと思います。 

 コロナ禍ではありますが、感染者数も減ってきてはいるという中で、全国的にま

ん延防止等重点措置は解除になりましたが、まだ感染者が完全になくなったわけで

はない中、本日もコロナ対策にご協力をいただいておりますことも併せて感謝申し

上げます。 

 先週は、宮城県、福島県を中心に震度６強を記録する大きな地震に見舞われまし

た。お亡くなりになった方もおられますし、断水など、大きな被害も出ております。

中でも交通インフラ、特に新幹線に影響が出ており、今ＪＲのほうでは一生懸命復

旧いただいております。こういった大きな被害が出ている中でも、我々が管理して

いる河川関係、海岸、砂防では、堤防にクラックが入る等の被害は出ておりますが、

大きな影響が出るというところには至っておりません。これまでの堤防の耐震対策



 

- 2 - 

等を実施してきた成果が現れてきているのかなと思っております。今後、２週間程

度は引き続き地震の警戒が必要だということで、整備局では非常体制を取りながら

警戒を行っております。 

 河川整備に関しては、気候変動の影響が既に顕在化しているということで、全国

的にも河川の計画の見直しを順次進めております。特に河川の計画は、基本方針と

具体的に実施する整備計画の２階建て構造になっております。全国の中で先行して

いる水系については基本方針の見直しを順次進めており、いずれ遠からず東北地整

の12水系についても基本方針の見直しにより、気候変動対応に変えていく手続きに

着手していくことになると思っております。 

 その中で、本日はこの鳴瀬川水系については、方針の見直しに先立ち、整備計画

を気候変動対応に見直していくということで、ご審議いただくことになります。鳴

瀬川水系については、吉田川で平成27年の関東・東北豪雨、令和元年の台風と立て

続けに大きな水害に見舞われており、床上対策やその後の緊急治水対策プロジェク

トで、事業を鋭意進めさせていただいております。 

 また、本川につきましても、鳴瀬川総合開発で、ダムの整備に向けて、昨年の９

月に地元の地権者の皆様方と用地補償の基本協定を結ばせていただき、用地補償を

進めております。本当に地元の皆様方のご協力をいただきながら、ようやく工事へ

の着手というものに一歩進める段階になってきております。 

 今日、ご審議いただく内容については、今の整備を実施しても、今後増える雨に

対応していけないということで、さらにどういった整備を進めていけばいいのかと

いう、事務局案を提示させていただき、様々なご意見をいただきたいと思っており

ます。 

 計画の見直しをして、その後更に整備をしていくことになりますが、全国的に流

域治水ということで、河川の整備と併せて流域全体で少しでも水害による被害を軽

減していこうという水害に強い流域への転換を、ガイドラインも含めて、気候変動

への対応を検討しております。その柱となるのが、この河川整備計画だと思ってお

ります。実際の整備には、多くの時間が必要となり、それまでの過程や、さらに超

過外力を伴った大雨がいつ降るか分からないということも踏まえて現在の整備で

は足りない部分に対して流域治水の考え方で補うということも実施出来ればと思

っております。 
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 吉田川については、水害に強いまちづくりを実施してきましたが、令和元年の台

風を受けて、新たな水害に強いまちづくりという施策を別途打ち出しております。

その柱がまさに流域治水となっております。そして、今日ご議論いただく計画につ

いても、流域治水の考え方も連動し、事務局案の中に一部記載させていただいてお

ります。 

 本日も、先生方からは忌憚のないご意見を賜りまして、よりよい計画に向けて議

論をしていただけることをご祈念申し上げまして、私からの挨拶とさせていただき

ます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３．委員紹介 

 

 司会（北上川下流河川事務所） ありがとうございます。 

 次に、委員出席者紹介です。お手元に配付してございます委員名簿と席次表をも

って紹介に代えさせていただきます。 

 なお、●●委員、●●委員におかれましては、本日ウェブでの参加をいただいて

ございます。 

 また、加美町長、●●委員におかれましては、所用により欠席となってございま

す。 

 東松島市長、●●委員におかれましては、代理といたしまして建設部長、●●様

にお越しいただいてございます。 

 大崎市長、●●委員におかれましては、代理といたしまして副市長、●●様にお

越しいただいてございます。 

 以上、委員総数11名中代理出席を除く８名の委員に出席いただいております。懇

談会規約第３条第３項、懇談会は委員総数の２分の１以上の出席をもって成立する

に基づき、本懇談会は成立していることをご報告いたします。 

 また、参考資料―２として、本懇談会の傍聴規定を配付させていただいておりま

す。ご確認いただき、会議の円滑な進行にご協力をお願いいたします。 

 また、本懇談会は、公開として進めさせていただきます。 

 なお、本懇談会の会議資料、会議議事概要は懇談会終了後、公開させていただき

ますことをご了承お願いいたします。 



 

- 4 - 

 それでは、これから議事進行につきまして、懇談会規約に基づき、●●座長にお

願いしたいと思います。 

 ●●座長、よろしくお願いいたします。 

 

４．議  事 

 （１）「鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会」規約改正について 

 （２）鳴瀬川水系河川整備計画の変更内容について 

 

 座長 本懇談会の座長を仰せつかっております東北大学の●●でございます。お

手元の次第に従いまして、進めさせていただきたいと思います。  

 本日、（１）と（２）がございます。（２）が先ほど部長からもお話ありました

ように、メインの議題になりますけれども、まず（１）につきまして、事務局から

ご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） 事務局を務めております北上川下流河川事務

所、高橋と申します。よろしくお願いいたします。着座にて説明させていただきま

す。 

 それでは、資料―１で、鳴瀬川水系学識者懇談会規約改正につきましてご説明い

たします。資料―１をお願いいたします。 

 前回第19回の懇談会の際に、行政委員におかれましては地元地域住民の代表とし

て責任のある立場の首長さんの皆さんにお願いするところでありますが、やむを得

ず欠席される場合があるため、行政委員の代理出席について、規約第３条（組織等）、

第３項の改正を行いたい旨をお伝えしておりました。今回規約第３条を「委員の代

理出席は認めない。ただし、行政委員については、この限りではない」として改正

をしたいと思っております。 

 資料―１については、説明は以上となります。よろしくお願いいたします。  

 

 座長 ありがとうございました。規約の改正について、ただいまご説明をいただ

きました。何かご発言ございましたら、お願いしたいと思います。いかがでしょう

か。 
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 ●●委員 ●●です。質問よろしいでしょうか。 

 

 座長 では、お願いします。 

 

 ●●委員 すみません。今日は遠隔で失礼いたします。 

 ２分の１以上をもって成立ということで、今までは代理を含めなくても成立して

いたのかを確認させていただければと思いました。いかがでしょうか。 

 

 座長 お願いします。いかがでしょう。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） 過去19回これまで懇談会を開催しております

が、そのうち18回が代理出席があった状況になってございます。その中で、●●先

生からご指摘があったとおり、代理出席がないとした場合でも、数字は定かでござ

いませんが、概ね成立していたかと思われます。 

 

 座長 きちんと確認いただければと思いますけれども。 

 

 事務局（東北地方整備局） 今までは、原則として認めないという、曖昧な記載

になっておりました。そのため、行政委員については代理として出席いただいたこ

ともありました。今回、そこをしっかり明示するため、規約を改正することになり

ました。今まではこの原則というのを適用していたことをご理解いただければと思

います。 

 

 座長 分かりました。●●委員、よろしいでしょうか。 

 

 ●●委員 承りました。ありがとうございます。 

 

 座長 ありがとうございます。 

 ほかにございませんでしょうか。 
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 では、よろしければ、本件についてはお認めいただきたいと思います。  

 事務局からお願いします。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） ありがとうございました。 

 それでは、本日３月22日付をもちまして、規約改正とさせていただきたいと思い

ますので、本日代理出席いただいております東松島市様、大崎市様を含めて11名中

10名での委員の皆様によりまして、ご審議等よろしくお願いしたいと思います。  

 以上です。 

 

 座長 ありがとうございました。 

 それでは、（１）が終わりまして（２）です。河川整備計画の変更内容というこ

とで、事務局からご説明いただいて、その後議論を行いたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） それでは、引き続きまして、資料―２と―３

で説明したいと思います。 

 資料―２のほうで説明いたします。なお、資料―３につきましては、今回作成し

ております整備計画本文から、今回の変更の主体となる部分を対比表形式で抜粋し

ているものになります。資料による説明の段階で幾つか紹介させていただきますの

で、よろしくお願いします。 

 それでは、資料―２、お願いいたします。まず、鳴瀬川水系河川整備計画の変更

の経緯でございます。鳴瀬川水系整備計画につきましては、平成19年８月に策定し

て以降、４回変更してございます。１回目が東日本大震災に伴う変更でございます。

２回目がダム検証に伴う変更です。３回目は、関東・東北豪雨が発生し、このとき

に吉田川の目標を変えていることで、変更してございます。４回目は、床上事業の

遊水地の諸元、善川の延伸等がございましたので、令和２年１月に変更してござい

ます。このたび令和元年東日本台風の大きな洪水を受けましたので、こちらで変更

したいと考えているものでございます。 

 続いて、２ページをお願いいたします。鳴瀬川水系河川整備計画変更のポイント

になります。１つ目が令和元年東日本台風及び気候変動に伴う降雨の増大を考慮し
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た目標の見直しとしまして、河川整備を加速化し、河川整備の計画の達成を目指す

こと、また整備目標を上回る洪水の発生に対して、地域の水災害リスクを低減させ

るために減災対策の充実を図ることを検討する旨、記載してまいります。この具体

的な目標等につきましては、後ほどご説明いたします。 

 続きまして、３ページ目をお願いいたします。法律改正及び答申等による見直し

でございます。流域治水への転換等について、本文にしっかりと組み込んでいきた

いという旨のポイントでございます。３つ目が鳴瀬川総合開発事業の基本計画策定

による見直しでございます。こちら、ダム名称の修正をしております。その他事項

といたしまして、統計データ等の時点修正をしております。 

 以上、４点が変更の大きなポイントとなります。 

 続きまして、鳴瀬川流域の概要につきまして簡単にご説明を申し上げたいと思い

ます。５ページをお願いいたします。鳴瀬川流域面積1,130平方キロ、幹川流路延

長89キロ、大崎市をはじめとする４市７町１村から成りまして、流域内人口は約

18万人でございます。流域内には、東北縦貫自動車道、国道４号、新幹線、東北本

線等、基幹交通施設が整備されておりまして、交通の要衝となっております。 

 ６ページ目をお願いいたします。主な洪水被害となります。鳴瀬川水系では、昭

和22年９月カスリン台風、昭和23年９月アイオン台風、昭和61年８月豪雨、平成27年

９月関東・東北豪雨、これらで甚大な被害が発生しております。また、令和元年東

日本台風では、吉田川左岸20.9キロの堤防が決壊したほか、32か所で越水・溢水が

発生しているということになっております。 

 ７ページ目をお願いいたします。こういった中、鳴瀬川流域では低平地という地

形的な特徴により、浸水被害が多発し、古くから河川の付け替え等が行われており

ます。まず、氾濫しやすい品井沼、これに対応するために元禄潜穴や、明治潜穴、

あとは幡谷サイフォンにより鶴田川を分離するといった工事です。あとは、背割堤

の設置、新江合川の開削、こういったことで治水対策を実施してきており、沿川市

街地等が発達しているというような状況でございます。 

 次、８ページお願いいたします。過去の洪水等を踏まえまして、これまで大きな

治水対策といたしましては、昭和61年洪水を契機といたしました激甚災害対策特別

緊急事業、これは吉田川のことでございます。また、関東・東北豪雨を受けまして、

鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業、これにより吉田川上流部への遊水地等の設置が
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進められています。 

 また、令和元年東日本台風を受けまして、大規模災害関連事業で今現在河道掘削

等を進めているところでございます。 

 また一方で、資料９ページでございます、利水の現状といたしまして鳴瀬川から

取水された水は大崎平野にかんがい用水として約８割使われております。その中で

も、昭和48年、53年、平成６年と度々水不足が発生しております。これまで鳴瀬川

中流堰や、桑折江堰、漆沢ダム等、水利用に寄与している部分がありますが、さら

なる安定供給の確保が必要になっています。 

 10ページをお願いいたします。水質と河川空間の現状と課題でございます。鳴瀬

川は、流域に暮らす人々の生活、産業、歴史、文化、経済などを育んできた河川で

あり、釣りやスポーツ、レクリエーション等の利用等のレジャー活動など、多様な

形態で利用されております。水生生物調査等を通じ、鳴瀬川の地域づくりの活動も

いろいろ行われております。水質につきましては、水の汚れを示す代表的な指標Ｂ

ＯＤ値は環境基準をおおむね満足している状況の河川でございます。 

 11ページ目をお願いいたします。こういった中、河川環境の保全と当面の目標と

いうことで、水系全体の基本方針を身近な「やすらぎ」と安定した「うるおい」を

与える魅力ある水辺空間の保全・創出といたしまして、地域特性を生かした水辺空

間の保全・創出、あとは河川改修、まちづくりと連携した水辺空間の創出、こうい

ったことを目途に３つのブロック分けをして、それぞれで目標と具体策を考えてお

ります。鳴瀬川ブロックでいきますと、ハクチョウやガン・カモ類の集団越冬地と

なっている良好な河川環境を保全・活用するといったこと、吉田川ブロックでは河

川改修やまちづくりと連携した人々が集う魅力ある水辺空間を整備すること、河口

部ブロックにつきましては景観等に配慮したこと等を挙げております。 

 12ページは、参考でございますが、河口部のモニタリングについての資料を添付

してございます。鳴瀬川河口部では、東日本大震災におきまして大きなインパクト

を受たことに伴い、震災以後、河川水辺の国勢調査に準じた全項目の調査を実施し

ています。津波により、河口の砂州が消失したことで、潮通しがよくなり、汽水・

海水魚が河川に侵入しやすくなったことや、河口域が海水域に近い環境となったこ

とで、海水域に生息する鳥類の種が増加するといったことが確認されました。 

 一方で、震災前に確認されておりました共通種の数が震災前の状況に戻っている
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状況を踏まえまして、河口部の毎年の調査は平成28年度に終了しております。以後、

河川水辺の国勢調査の通常サイクルにて河口部の調査を実施しているということ

をご報告させていただきます。 

 続きまして、13ページをお願いいたします。こちらも参考資料となります。今し

方お話ししました砂州のことでございます。鳴瀬川河口部の砂州につきましては、

左岸側から導流堤に接続する形で安定的に存在しておりましたが、東北地方太平洋

沖地震の津波による影響でございまして、河口砂州が消失して、その後、北上運河

側に土砂が堆積する傾向が見られました。平成30年に漁港機能改善のため、自治体

が北上運河内の土砂撤去及び河口砂州の復元を実施しておりますが、令和元年東日

本台風の大きな洪水を受け、砂州が再度消失し、戻らなくなっております。その後、

令和３年度に再度自治体により、北上運河内の土砂撤去工事、河口砂州の復元が実

施されております。令和４年２月時点で、その後大きな変動がないことを確認して

おりますが、今後もこういった点につきましては引き続きモニタリングを続けてい

く予定です。 

 続きまして、社会を取り巻く状況の変化でございます。資料15ページをお願いい

たします。大きな点としましては、やはり東日本台風と思われます。こちらの概要

でございます。令和元年10月12日、宮城県に大雨特別警報が発出され、鳴瀬川流域

の雨量観測所である青野や升沢で総雨量400ミリを超えるといった大きな雨でござ

いました。その中で、６観測所においては既往１位の降水量を観測しております。 

 16ページをお願いいたします。こちらは、水位となります。鳴瀬川流域の16観測

所のうち11観測所で観測史上１位の水位を観測してございます。中でも、吉田川筋

の観測所では、６観測所において計画高水位を超過しております。  

 17ページをお願いいたします。こちらは、鳴瀬川本川の東日本台風時の痕跡水位

を表したものになります。赤い線が計画高水位でございます。緑と黄色い点がある

と思いますが、それが当時の痕跡水位となります。見ていただくと、赤い線よりも

下に黄色と緑の点が来ておりますので、全て計画高水位以下で流れているというの

が分かるかと思います。 

 一方で、18ページをお願いいたします。吉田川でございます。吉田川につきまし

ては、赤い線、計画高水位よりも黄色と緑の点が概ね上にあります。さらには、白

い点と黒い点が当時の堤防高でございますが、堤防高を上回る痕跡があるというこ
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とで、広い範囲で計画高水位もしくは堤防高まで達しているというような状況でご

ざいました。 

 その結果、19ページでございます。吉田川では、管理延長約32キロのうち、27キ

ロの区間で計画高水位を超過いたしまして、粕川地点で堤防決壊したほか、32か所

で越水、溢水が発生し、甚大な被害となりました。その状況を示しているのが20ペ

ージの写真等でございます。 

 21ページをお願いいたします。今ご説明いたしました粕川地点におきまして、約

100メートルにわたって堤防の決壊を確認いたしましたので、同日12時より24時間

体制で緊急復旧を行い、18日16時に応急的な仮堤防の施工、同月27日17時に二重締

切の施工が完了してございます。 

 次、お願いいたします。そのほか、浸水被害への対応といたしまして、令和元年

東日本台風による浸水被害は約5,540ヘクタールとなっております。この浸水被害

への対応として、北上川下流河川事務所配備の排水設備のほか、他地方整備局から

の応援、他河川事務所からの応援により、全53台の排水ポンプ車両等で、緊急排水

を実施しました。交通条件等が厳しいところにつきましては、ホースブリッジを設

置して24時間体制で排水いたしました。排水作業は、16日間、８市町村、38か所で

実施し、総排水量は試算値で約570万立メートルとなっております。 

 また、災害対応を行う自治体に対しまして、右下の写真等にありますとおり、リ

エゾンを各自治体に派遣いたしまして、情報共有等をしました。  

 そういった洪水があった中でも、事業は確実に進捗しているということのご紹介

でございまして、23ページは床上事業、こちらは現在遊水地と河道掘削等を進めて

おり、今年度末ベースで約84％の進捗となってございます。 

 また、令和元年東日本台風を受けまして、大規模災害関連事業を進めております

が、事業費ベースでこれまで約４割程度の整備が進捗しています。  

 ここから河川整備計画の目標のポイントをご説明いたします。25ページをお願い

いたします。１番は、出水概要でございますので、こちらは割愛させていただきま

す。 

 ２番、河川整備計画の目標の見直しでございます。吉田川につきましては、甚大

な被害が生じた令和元年東日本台風（戦後２位）と同規模の洪水を安全に流すこと

を目標といたします。 
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 なお、令和元年東日本台風は戦後第２位と言っておりますが、これが発生する前

の戦後第２位は関東・東北豪雨、現在目標としている洪水でございました。  

 鳴瀬川本川につきましては、先ほど水位流量を見ていただいたとおり、ハイウォ

ーターにも至らず、現行整備計画の目標流量を上回りませんでした。ただ、支川吉

田川との安全面のバランスを踏まえまして、現行よりも高い目標に変更いたしま

す。鳴瀬川本川の目標設定に当たりましては、近年の気候変動に伴う降雨の増大を

考慮した流量、現行の河川整備計画で目標としております昭和22年９月洪水の雨量

1.1倍で設定してございます。 

 なお、吉田川における気候変動を考慮した流量につきましては、東日本台風と同

規模であることを確認してございます。 

 26ページに上位計画であります河川整備基本方針、現在目標にしている河川整備

計画、令和元年東日本台風の実績の雨と流量を並べてございます。雨の規模につき

ましては、見てのとおりでございまして、基本方針で鳴瀬川で312ミリ、吉田川で

335ミリと言っているものに対しまして、現行整備計画と東日本台風はこのような

状況でございます。見ていただきたいのは、流量でございまして、現行河川整備計

画で鳴瀬川の三本木地点、目標としているのは3,400トンでございますが、令和元

年東日本台風では2,587トンということで、上回っておりません。 

 一方、落合のほうは、1,700トンという目標に対しまして1,923トンということで

上回っており、吉田川について目標を見直ししたいということになります。少し見

づろうございますので、次のページに棒グラフで表しているものがございます。左

側が鳴瀬川三本木地点のもの、右側が吉田川落合地点のものになります。左から河

川整備基本方針、現行河川整備計画で、令和元年東日本台風実績、気候変動の影響

を考慮した流量、これは現行整備計画の1.1倍の流量をグラフにしてございます。 

 三本木地点につきましては、現行河川整備計画3,400トンの隣に令和元年東日本

台風2,600トンがあります。これを上回りませんでしたので、現行河川整備計画の

1.1倍、3,800トンを目標としていきたいと考えてございます。 

 また、吉田川につきましては、現行河川整備計画が1,700トン、これに対しまし

て令和元年東日本台風は2,000トン、現行整備計画である平成27年９月洪水を1.1倍

した流量というのが2,000トンということで、今回の東日本台風と同規模となりま

す。そういったことで、吉田川につきましては東日本台風の流出実績や流出特性等
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を踏まえまして、今次洪水を目標として設定したいと考えてございます。 

 この結果を流量配分に表しますと、28ページになります。三本木地点では3,400ト

ンから3,800トン、プラス400トンというのが目標になります。河道配分流量につき

ましても2,800トンから3,200トンに上がります。また、落合地点につきましては、

目標流量1,700トン、河道で1,300トンという目標から2,000トン、河道で1,600トン

という目標に変わっていきます。 

 ここまでが目標の流れとなります。なお、目標につきましては、資料―３のＰ２

に、本文にこのような記載をしておりますというのを抜粋しておりますので、後ほ

ど御覧いただければと思います。 

 続きまして、整備内容のポイントでございます。先に、32ページをお願いできれ

ばと思います。計算水位としまして、上段側につけているグラフを御覧いただけれ

ばと思います。青い線が現在進めている河川整備計画の事業が全て完了した状態

に、今回目標とします気候変動に対応した流量が流れてきたということを表した水

位縦断となります。黒い線が計画高水位でございまして、そこよりも上にある部分、

黄色くハッチングしている部分が計画高水位を超過する区間となります。この計画

高水位超過する部分の水位低下をするために検討したのが３案でございます。 

 31ページにお戻りください。まず、１つ目が追加河道掘削案でございます。現在

2,800トンという河道を作っておりますが、それに対しまして3,200トンまで河道を

広げるというような案でございます。それが①でございます。 

 ２つ目が上流部遊水地案でございます。上流部でためものを造りまして、そこで

調節したもので対応する案が②でございます。 

 ③は、鳴瀬川につきましては二ツ石ダム等利水ダムが多くございます。こちらの

利水ダムの再開発を行いまして、事前放流機能を最大限活用できるような案を考え

たものでございます。ただし、それだけでは容量足りませんので、河道掘削で

3,000トン河道を造るといったものになってございます。 

 これらの作業を比較検討した結果、効果発現の時期、あとは経済性等を含めまし

て、①案の追加河道掘削3,200トン河道が最も有利であると判断し、採用したいと

考えてございます。こちらを対応することで、32ページの右下になりますが、青い

線からピンクの線に水位が下がり、全川にわたって計画高水位以下で流下可能とい

う対策になります。 
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 続きまして、吉田川でございます。34ページをお願いいたします。黒い線が計画

高水位でございまして、青い線が現在進めております河川整備計画の事業が終わっ

た後に、令和元年東日本台風規模が流れたことを想定した水位縦断になってござい

ます。ほぼ全川にわたりまして、計画高水位を超過する結果となっております。  

 これの水位を下げるための対策としまして、こちらも３案検討してございます。

33ページにお戻りください。まず、１つ目でございます。赤い点線で囲っている範

囲でございます。こちらの範囲に新たに中流部遊水地を設けた上で、追加河道掘削、

現在1,300トンの河道を造っておりますが、これを1,600トンまで広げる案でござい

ます。 

 ２つ目、上流にダムを新設する案でございます。ただし、今回の東日本台風規模

を調節するためには、ダムだけの容量で足りないことがありますので、先ほど示し

ております赤い範囲、同じ範囲で緑の範囲を示しておりますが、その範囲に別の遊

水地を１つまた設けて、さらには追加で1,600トンまで河道を広げる案でございま

す。 

 ３つ目の遊水地と言っている範囲でございます。こちらの範囲に遊水地を複数造

って、遊水地のみで洪水調節をする案でございます。 

 以上、３案を検討した結果、やはりこちらについても効果発現の時期、経済性等

を含めまして、１番の中流遊水地プラス追加河道掘削案、こちらを採用していきた

いと考えてございます。 

 こちらを対応することで、34ページの右下にありますとおり、青い線からピンク

のほうに水位が下がりますので、全川にわたって計画高水位以下で流せます。こち

らにつきましては、資料―３の５ページ目、本文の121ページにしっかり記載して

ございますので、後ほど御覧いただければと思います。 

 今回ご説明しているとおり、河道掘削がまた大きく入ってくることがございます

ので、配慮事項を明記してございます。35ページは、鳴瀬川本川でございます。鳴

瀬川本川につきましては、環境面としまして、ハクチョウやガン・カモ類の集団越

冬地となっていることが大きなポイントとなってございます。そういったことで、

掘削面は平水位といたしますが、高さに変化をもたらすことで、掘削後の水深に多

様性を持たせること、少し湿性を持たせることで、ハクチョウやガン・カモ類の休

憩や採餌場という場所に配慮していきたいと考えてございます。 
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 また、吉田川につきましては、36ページになります。関東・東北豪雨以降進めて

おりました斜め掘削を実施しておりますが、こちらの斜め掘削の斜めの部分を極力

残すような意識を持って、高水敷を切り下げて対応していくことを考えてございま

す。 

 続いて、37ページをお願いいたします。こちらは、維持管理についての話でござ

います。特に吉田川ですが、昭和61年８月洪水で大きな被害がありました。その際

の断面が左側になっております。この断面を当時激特事業で、左から２番目の青い

ところ、堤防の拡幅や低水路の拡幅をしております。 

 その後、平成27年、関東・東北豪雨前に非常に大きな堆積が見られております。

緑の線でございます。角のように堆積する傾向がありました。これを左下にありま

すとおり、再堆積抑制対策ということで、10割程度の勾配の断面にすると、河道が

安定するのではないかといったところが見られました。 

 これを踏まえまして、10割程度で斜めに掘削をしたらどうかというところが関

東・東北豪雨以降、取り入れてたものでございます。斜め掘削実施後、平水位掘削

等の違い等をしっかりモニタリングしているところでございます。  

 また、樹木の再繁茂対策の事例といたしまして、ブルドーザーによる踏み潰しな

ども今行っているところでございます。これは、ご紹介でございます。 

 38ページをお願いいたします。左側に全川で浸水被害が発生という非常に大きな

図面をつけてございます。こちらは、目標としております鳴瀬川本川が昭和22年９

月1.1倍の流量、吉田川については令和元年東日本台風、こちらが現況に発生した

場合に生じると思われる浸水想定でございます。面積にしまして約１万5,000ヘク

タール、世帯数にいたしまして約１万7,000世帯が浸水被害を受けることになって

ございます。こちらを、先ほど説明いたしました対策を実施することで、外水氾濫

から防止できるであろうというところの図面をつけてございました。こちらについ

ては、資料―３、６ページのほうの本文89ページにもしっかり明記してございます。 

 39ページでございます。今説明してまいりました事業を、段階的に整備をしてま

いりましょうというところでございます。一応３段階に分けてございまして、短期

整備として令和７年度、こちらは現在進めております大規模災害関連事業が終わる

タイミングでございます。中期整備としまして令和18年度、こちらにつきましては

鳴瀬川総合開発事業が完成する予定の年度でございます。それ以降は、整備計画が
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30年計画となっておりますので、およそ30年後の令和32年度といったところ、これ

に対しまして青、黄色、赤の形で対策を進めていくという位置づけでございます。 

 40ページをご覧ください。今ご説明いたしました段階整備によって、どのような

形で浸水リスクが残っていくかを表示しているものになります。マルが全川におい

て流下可能ということです。三角が一部区間で計画高水位を超過するところ、バツ

が全川において計画高水位を超過するものになります。表は、左が鳴瀬川、右が吉

田川、上段から令和３年現時点、短期整備、中期整備、中長期整備という並びにな

ってございます。中長期整備が終わった段階で、鳴瀬川本川につきましては当然の

ことながら整備計画規模、これを50年に１度と80年に１度の間にいきます。こちら

にマルがついてございますので、整備計画規模はもちろん流せるようになります。

吉田川についても同様でございます。 

 一方で、80年に１度もしくは100年に１度といった流量が発生したときには、ど

こかの区間で計画高水位を超過する、ひいては決壊のリスクが残っていくという形

になるかと思っております。 

 41ページをお願いいたします。法律改正及び答申等でございます。水災害対策検

討小委員会や特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律といったことが

昨今動きがありました。流域治水の転換や地域づくりを進めていくことをしっかり

本文にも明記していくということで、こちら資料―３の７ページ及び本文85ページ

等にもしっかり明記しているところでございます。この中で、施設能力を超過する

規模の洪水が発生することを前提にという言い方がされております。 

 そういった中で、42ページをお願いいたします。こちらにつけている浸水図が想

定最大規模の洪水が発生した場合の浸水図になってございます。先ほどの整備計画

規模の目標に対しまして、約１万5,000ヘクタールの浸水があるというご説明をい

たしました。それに対しまして、現況で１万8,700ということで、約4,000ヘクター

ルさらに浸水面積が増える状況になります。さらには、整備計画の対策が終わった

後にこの流量が来た場合でも、約１万8,000ヘクタールの浸水が残ってしまうとい

う形になると思います。 

 これらを踏まえまして、リスク共有をしながら、さらには流域治水でもって対応

していかなければならないというところでございまして、43ページで流域治水の推

進という形で説明をしてございます。流域治水につきましては、３本柱でございま
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して、１本目が氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策、我々が現在進めており

ます河道掘削等の河川改修や雨水貯留機能の拡大等。被害の対象を減少させるため

の対策といたしまして、リスクの低いエリアへの誘導や住まい方の工夫。あとは、

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策といたしまして、水害リスク情報の共有、

避難体制の強化等が挙げられております。 

 44ページをお願いいたします、鳴瀬川水系につきましては、今後の取組例として

書いてございますが、実際には左上にあります水田貯留の促進、田んぼダムコンソ

ーシアムの設立等がございます。また、利水ダムの洪水調節機能の強化といたしま

して、治水協定に基づく事前放流等の対応をしてございます。 

 また、右上にあります二線堤の整備につきましては、水害に強いまちづくり等で

もう既に率先し実践してございます。こういった取組に必要な支援を行っていくこ

とを考えてございます。 

 45ページ、こちらは現在発表しております流域治水プロジェクトの位置図になっ

てございます。今回整備計画を変更してまいりますので、こういった内容について

も速やかに変更していきたいと考えてございます。 

 46ページをお願いします。こちらは、「新たな・吉田川水害に強いまちづくりプ

ロジェクト」」でございます。昭和61年８月洪水を受けて進めておりました、全国

初となる水害に強いまちづくりモデル事業をやってきております。その対応を実施

した場所に対しまして、令和元年東日本台風で再び大きな被害が生じました。これ

を踏まえまして、令和元年台風19号による大規模浸水被害対策分科会を設置いたし

まして、水害に強いまちづくりモデル事業の検証、課題整理等を行い、国、県、市

町が連携し、一体となって今後の減災対策に資する提案を６本の柱からなる「吉田

川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」として取りまとめております。 

 プロジェクトのビジョンといたしまして、「流域のあらゆる関係者が協働し、将

来起こりえる災害に対して地域特性に即した効果的な施策を実施し、人命と地域の

生業を守り、安全・安心な社会を形成する」を掲げております。こちらにつきまし

ても、資料―３、11ページの本文116ページに明記をしているところでございます。 

 情報提供でございます。昨年実施いたしました吉田川流域治水シンポジウム、あ

とは48ページに鳴瀬川総合開発事業流域連携シンポジウムの話を掲載してござい

ます。こういった形で地域との連携をしながら、情報共有しながら取り組んでいる
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ところでございます。 

 続いて、49ページ、鳴瀬川総合開発事業の基本計画の策定でございます。こちら

につきましても、令和２年12月に鳴瀬川ダムの建設及び漆沢ダムの建設（再開発）

に関する基本計画が出されております。この中で、もともと筒砂子ダムと明記して

おりましたダム名が鳴瀬川ダムに変更となります。また、漆沢ダムにつきましても、

鳴瀬川ダムの建設（再開発）という形になりますので、こちらを本文のほうでしっ

かりと明記したいと思っています。 

 参考情報ですが、51ページお願いします。鳴瀬川総合開発事業で令和３年９月に

損失補償に関する協定書調印式が行われました。用地補償が進捗して、今度また事

業が進捗したことを記入しております。 

 資料―２につきましては、以上説明となります。よろしくお願いいたします。 

 

 座長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただきました内容につきまして、ご意見等いただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

 はい、お願いします。 

 

 ●●委員 25ページなのですけれども、25ページでは河川整備計画の目標変更と

いうことのポイントが書かれていますが、この目標設定によって整備の規模あるい

は整備の内容が変わりますので、とても大事だと思うのですが、ここでは気候変動

を考慮して、流量を1.1倍にすると書いていますけれども、この1.1倍というのはど

のように設定をされたのですか。 

 

 座長 お願いします。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） 気候変動につきましては、1.1倍はＩＰＣＣ

等で言われております、気温が２度上昇した場合の東北地方の降雨の増大規模がお

よそ1.1倍になるだろうというところでございます。その1.1倍を採用してございま

す。 
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 ●●委員 分かりましたけれども、２度上昇というふうにＩＰＣＣが言っている

わけではなくて、これから０度になる場合もあれば、４度上昇ということもあって、

幅があるのです。その幅というのは、これから、今現在から、だんだん広がって、

将来になっていきます。なので、そういった不確実性があるのですけれども、この

不確実性はどういう不確実性かというと、例えば10年後に我々行ったら、10年後の

ときの気温が分かっているわけです。例えば１度上がっているとすると、その１度

を基本として、そこからまた不確実性があると。こういうのは、ランダムウオーク

過程というのですけれども、普通統計なんかでよく使われる定常過程とは違って、

ランダムにあるところをポイントとして、そこから不確実性が広がっていくという

形になります。こういうときの設計というものは、リアルオプションに従って行う

というのが基本中の基本なのです。 

 今回それに従わずに、費用便益分析的に２度上昇だというふうに決め打ちしてや

っているということになります。このリアルオプションというのは、オプション理

論というのはもうノーベル賞も取っていますから、非常に有名で、確立された理論

なので、このまま世の中に出すと、必ず何でリアルオプションで検討しないのだと

いうようなことを言われると思います。 

 そういう意味で、ぜひともリアルオプションでまず設定をして、２度上昇と比較

して、どっちのほうがどれぐらい改善するか、リアルオプションのほうが改善する

のですけれども、そういったことを考えるべきだと私は思うのですが、いかがでし

ょうか。 

 

 座長 お願いします。 

 

 事務局（東北地方整備局） ご指摘の点については、我々もこれから検討してい

かなければと思っております。現在、本省では今後どのように気候変動に適応して

いくかという審議会の中で、まず政府の目標として適応策と緩和策があり、緩和策

の気温上昇を２度に抑え込みましょうということを目標にして２度上昇した場合、

どれだけ気候変動するのか、そのときに雨がどのぐらい降るのかということを全国

各ブロックで評価をし、1.1倍が東北地方に倍率として与えられた数字になってい

ます。まず前提として、それで計画を見直しましょうという、ある意味全国的な方
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針の中でこれを採用させていただいているということで、我々のところだけがそれ

を独自に選択をしたものではないということをまずご理解いただければと思って

います。 

 河川の計画ですので、ランダムウォーク過程で変化していくというのは十分あり

得る話ではありますが、計画としてはまず何か１つ目標の流量というのを決めない

と整備が進んでいかないところがありますので、まずそれで整備する目標を決めさ

せていただくことになります。実際問題そのとおりに行くかどうかというのは全く

分からないところがあるので、そこの部分についてのリスクをどうテイクしていく

かということになると、いわゆる河川整備以外のものとして対応していくというこ

とも流域治水の中では共有していくというような考え方になっていこうかと考え

ています。 

 実際これは、整備計画の変更ではありますが、これから、先ほど申しましたよう

に、基本方針の見直しがございまして、基本方針を見直すときにはまさに1.1倍と

いうものも指標としては置いております。今時点で分かっているアンサンブル計算

の中で幅を持っているというものが出てきますので、その出てくる幅の中にどの程

度我々の目標値が入ってくるのかということを別途チェックしながら、方針流量を

決めていく作業は今後していくことになるかと思います。 

 そのため、まずは整備計画で、一旦見直しはいたしますが、そう遠くない将来に

基本方針を見直す過程の中で、もう少しそのような将来の不確実性を考慮した検討

をさせていただいて、そのときに必要であればまた新たに見直すというようなこと

が出てくるのかなということで考えてございます。 

 ちょっとその先、今のリアルオプションという考え方をどう取り込むかについて

は、またちょっと別途本省とは協議していかないといけないかと思いますが、今の

ところの考え方としては、このようなところでございます。 

 

 座長 はい。 

 

 ●●委員 ちょっとだけ説明追加させていただきます。 

 全国で決められているので、こういう方針でいかざるを得ないとか、いくという

ことは分かりましたけれども、リアルオプションであっても整備をするということ
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は全然できまして、リアルオプションとは何かというと、将来例えばダムを大きく

しなくてはいけないとか、４度とかになったらそういうことをしなくてはいけない

というオプションを持ちつつ、今現在取る政策として何が最適かをちゃんと計算す

るのです。なので、正確に計算をして整備を進めるという方法ですので、今考えて

いる２度上昇設定の下でやるよりは必ずよくなります。だから、よくなる政策です

ので、ぜひともこれは取り入れてほしいというふうに思いますし、また私だけが言

っているわけではなくて、これは世の中に出したら必ず言われるような非常に一般

的な方法ですので、ぜひとも考慮いただきたいというふうに思います。 

 

 座長 よろしくお願いします。ありがとうございます。 

 では、私から。今、基本方針の話があったので、その点についてです。計画の順

番からいうと、まず基本方針があるものという感じがします。今の整備計画を十何

年前につくるときもやはりまず基本方針という流れで来ていました。もちろん令和

元年の豪雨災害があって、あれに対処しなくてはいけない、それで整備計画の変更

いうのはもちろんのこととして分かるのですけれども、計画の位置づけという観点

からいうと、やはり基本方針があって、それに対して整備計画というような流れが

本来のように思うのですけれども、その辺はいかがなのでしょうか。 

 

 事務局（東北地方整備局） ご指摘の点は、本来そうあったほうがいいだろうと

思います。今順番的には、まさに方針の流量を超えてしまっている河川がございま

して、東北で言うと、阿武隈川がまさにそうです。そういったところから今申し上

げましたような新しい方法で、試行錯誤しながら、流域治水対応型の方針がどうあ

るべきかという議論がなされているところであり、整備局の中でも今まさに考えて

いっているところです。 

 吉田川につきましては、方針の流量は超えなかったので、その範疇の中で収まっ

ているところについては当面、次に実施していく事業というのがもうまさに目の前

に迫っておりますので、そちらをまずは優先して整備計画を見直すという方針の

下、今回ご議論いただくということになろうかと思います。 

 今後そういう意味では、今回お示しさせていただいている30年計画ではございま

すが、それを進めている間に方針の見直しというのが追っかけまた入ってきてしま
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う可能性がございます。そのときにはさらなる流量の増というのが恐らく出てくる

かと思いますので、河道の配分や流域での配分をどうするのかといったところを考

えなければいけないということにはなろうかと思います。 

 今回の遊水地案というのも１つ提案をさせていただいておりますが、実際にどの

ような遊水地にするのかについては、さらにその方針の見直しを決めながら、詳細

な設計というのをまた逐次見直すということもフレキシブルに考えていかないと

いけない思っております。 

 

 座長 分かりました。ありがとうございます。 

 ほかにいかがですか。 

 ●●委員お願いします。 

 

 ●●委員 冒頭の鳴瀬川の河口の砂州の発展のところを見て、あれがなければ質

問しないと思うのですが、これ全体、非常によく理解できますし、とても問題はな

いように思っておったのですけれども、フラッシュのときにＳＳがたくさん運ばれ

てきますよね。それで、仮にあの下の潮位が非常に高いと、ピークがすぐに落ちて

しまうような、そういうときだったらいいのですけれども、下のほうが潮位がなか

なか下がらないようなとき、もしくは上がりの局面でフラッシュとぶつかると、当

然ですけれども、また堆砂すると。当たり前ですけれども、それ全部ふん抜けて、

出て行ってしまう土は全然問題ないのですけれども、半端ですと、これは自衛隊の

飛行場のほうに運河があって、あの運河はそんなに高くないのですよね。そこら辺

の潮汐の連動に対して、今、中流を中心に対策の話をされているわけですけれども、

最下流の、海との出口のところで大丈夫なのかなということをふと心配になりまし

て、そこら辺はどのように考えておられるのかを教えていただけますか。  

 

 座長 お願いします。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） 河口部につきましては、東日本大震災の前の

段階で、もともと砂州があったものですが、洪水のたびに上を超えるか、もしくは

フラッシュされても基本的に元に戻るという形状をしておりました。ですので、洪
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水時等も特に砂州があるからといって阻害、支障になっていないというようなとこ

ろです。 

 

 ●●委員 砂州が出ていく水を邪魔するというのではないです。運河のほうに入

り込んでしまうということです。潮位全体ですから、砂州関係ないです。海の潮汐

が上がっていて、いろんな潮がありますけれども、ちょうどそういうときにぶつか

ってしまう、これ●●先生が専門なので、ちょっと。私からの素人に近いような目

線なので、そこら辺が心配なものですから、何度砂をはいても、それですと結局意

味がないと。中くらいの出水でもまたたまる可能性はあるということで、繰り返し

になってしまうと。そこら辺をやはりちゃんと考えていただければありがたいな

と。最下流も、確かにこの流域狭くなっていますけれども、同じ流域ですので、大

事にしていただきたいということでございます。 

 

 座長 では、私自身が長らく関わらせていただいているので、補足で説明したい

と思います。津波で砂州が無くなった後、人工的に砂州を作ったけれども、また洪

水で流されました。やはり周辺の砂移動が人工的に変わって来ているものですか

ら、以前のように自然に戻るということはありません。ですから、どうしたらいい

かと相談は受けるのですが、なかなかこの方法をやればいいというところはない状

態です。 

 また、河川管理者としては、やはり川が開いていれば、それはそれにこしたこと

はないわけです。以前は導流堤の効果により、洪水が来れば砂州が切れて、その後

また戻るという、非常にいい自然のバランスがサイクルとしてありました。しかし、

砂のバランスが変わってそういうことにならなくて、今は人が手を入れて砂州を造

ってあげて、浜市漁港に船が入ってこれるような状況をつくっています。あれを解

決するというのは難しいということだと思います。 

 令和元年の洪水時の波形を見ると、やはりあの狭窄部の辺りがボトルネックにな

っていて、その上流で水位が下がらないのです。河口の水位を見ると、上流のほう

の水位のピークが来る前に、もう下がっています。従って、あのくらいの規模の砂

州だと、ハイドロのピークが来る前にはフラッシュされて、河口水位は下がってい

ます。ただし、洪水防御の観点から言うと、あのボトルネックをどうするかという
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ところがポイントになっていると思います。先生ご懸念のところは、そのとおりで

はあるのですけれども、なかなか今の状態を解決するのは難しいだろうなと思いま

す。 

 

 ●●委員 例えば下流のほうに遊水地を設けて、通るゲート式の、潮が低ければ

がんがん流して、潮が上がってくる局面だったら少しそこでのんでやるとか、そう

いうようなことというのは、まあ、下流だと流量はでかいから、効かないでしょう

ね、やはり。 

 

 座長 遊水地というか、潮水ためるようなポケットという意味ですよね。 

 

 ●●委員 そうです、そうです。 

 

 座長 そうですよね。なかなか現状では解決するのは難しいというところはある

かな。 

 

 ●●委員 難しいと思いますが、ちょっと心配だったものですから。 

 

 座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 はい、お願いします。 

 

 ●●委員 資料ですと、36ページ辺りでございます。鳴瀬川と、それからあと吉

田川の掘削が案として出ております。それで、鳴瀬川のほうは、私何の問題もない

ように思いました。といいますのは、もともと川に近寄れる場所が鳴瀬川には結構

ございます。それに引き換えまして、吉田川のほう、今回掘削の距離が非常に長い

ですけれども、今現在も実は川に寄れる場所というのはあまりないようにお見受け

しています。 

 今回計画の中では、例えばヨシ群落を繁茂させて、それでヤナギを抑制するとか、

そういう案が出ておりますけれども、ヤナギは入ってくるところには入ってしまう
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だろうなと。現状としまして、シロヤナギのような大きいヤナギは問題なのでしょ

うけれども、イヌコリヤナギであるとかネコヤナギのような小さい種類は別に気に

しなくてもいいのではないかなと思いました。 

 もう一つなのですけれども、わざわざヨシを全面的に張るようなことはなさらな

いほうがいいのではないかなと思うのです。水衝部の辺りは、気になるからそうな

さるほうがいいとはいますが……聞こえませんか。 

 すみません。失礼いたしました。ちょっともう一回、では言い直します。吉田川

のほうなのですが、全面的にもしヨシをずっと繁茂させてしまいますと、均一的な

景観になってしまいますし、見た目はいいのかもしれませんけれども、人が近寄れ

ないし、もう少し人とバランスの取れた計画のほうがよろしいのではないかなと思

いました。 

 特に吉田川のほうなのですが、今まで人が、私自身が吉田川にはほとんど近寄れ

ないような状態で、木を踏み潰していただいたおかげである程度は入れるのです

が、思いのほか今残っているヨシとか、それからヤナギの小さな群落も大きくて、

そうそう川に近寄れないのです。 

 それから、思いのほかいい瀬が結構あります。景観的には、瀬がなさそうに見え

るのですが、結構いい瀬があって、さおが振れるのであれば釣りもできるのではな

いかなと思いました。今現在使っていないわけですから、あれなのですけれども、

将来にわたってあそこがアユ釣り場にならないとは限らなくて、天然遡上のアユな

んかもかなり上るところですので、そういうところも配慮していただければなと。 

 そして、一番はやっぱりヨシは一面にやらないほうがいいのではないかなと思い

ました。そして、人が通れるような場所もぜひ造っていただいたほうがと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

 座長 よろしくお願いします。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） ありがとうございます。今●●先生からのお

話につきましては、ヨシ原の件についてはご指摘も踏まえまして、今後施工する際

にまた調整させていただければと思っているところでございます。 

 また、人の出入りといいますか、人が川に近づけるような、そういった配慮につ
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きましても、今後河道掘削等設計等してまいりますので、そういったときに配慮し

てまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 座長 ぜひ個別に実施の際にもご意見等伺っていただければと思います。 

 そのほかいかがでしょうか。 

 では、●●委員、お願いします。 

 

 ●●委員 まず、用語的にちょっと教えていただければありがたいのですが、最

初に河川部長さんのご挨拶の中で、今、流域治水に変わったと、従来の総合治水か

ら流域治水へ治水方式の転換というか、これはすごく個人的には評価したいと思う

のですが、この流域という用語ですね、どこまで捉えればいいのか。ややもすると、

流域面積イコール集水面積みたいな、境界線引きなさいと言われるとそのように引

いてしまう。ただ、そうではなくて、水は河川に入ってこないけれども、そこから

出ていった水の受益地帯ですね、今回の流域治水という場合には幅広い形で集水面

積プラス受益地と、そういうふうな捉え方でよろしいのでしょうか。 

 

 座長 お願いします。 

 

 事務局（東北地方整備局） ありがとうございます。流域治水の流域に厳密な定

義があるかというと、そうではないかと思っておりまして、おそらくその地域によ

っても大分変わってくると思います。そのため、我々がしっかり考えなければいけ

ないのは、集まってくる水という意味での流域もそうですし、今先生おっしゃるよ

うに、それがどういう受益地があるのかといったところも含めてしっかり捉えなが

ら考えていくべきことだと思っています。どちらかというと、気候変動への対応と

いうのは、今はいわゆる高水というか、洪水対応のほうに偏った見方というような

ところが、今まずは主眼として動いている部分があるのですが、実際我々がこれか

らしっかり考えていかなければいけないのは、利水という意味でも冬場の雪の量が

どうなるかによっては、利水面の影響も出てくる恐れもあるかと思いますので、そ

ういったところについてもしっかり配慮していかないといけないのだろうなと思

っています。 
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 ただ、冬場の雪の量がどうなって、利水にどう影響するかについては、高水に対

して検討が遅れているところでございますので、そういったところは今いろいろと

よく学識者、先生方にもお願いして研究いただいているような部分もあります。こ

れからしっかり考え方の中に入れていかないといけないのかなと思っております。 

 いずれにせよ、一回決めたらそれで終わりというものではなくて、しっかり柔軟

に見直していくということが重要なのがまさに流域治水だろうと考えております。

まずはそのようなところが現時点の基本的なところと思っております。 

 

 ●●委員 ありがとうございます。今部長さんおっしゃられたように、冬場の雪

の問題、利水面から、これは一般的には今冬の日本海側の豪雪、局地的な豪雨のよ

うなものの予測というのはなかなか今後も難しいのだろうと思いますが、ただ気温

上昇に伴って、一般的には降る雪の量が少なくなる、さらに積もった雪が早く解け

てしまうということで、今後太平洋側のほうは問題になってくるのは、やっぱり雪

解けのピーク時期と農業側で最も水を多く使う代かき、田植時期が時期的に乖離し

てくる可能性あるのです。これが非常に用水不足のところで大きい問題になるのだ

ろうと思います。そういう意味では、ダムとかのため池のような、水を使いたいと

きに放流できるような、そういう貯水施設というのは非常に重要になってくるのだ

ろうと思っております。それは、自分が融雪流出解析が専門なものですから、そう

いうことだけで今はとどめさせていただきます。 

 先ほどご説明いただきました整備のポイント、整備内容のポイントのところで、

今後の鳴瀬川、吉田川、２つに分けて、整備内容の比較検討、総合評価と。これは、

今回の整備計画の変更後も取り組まれることなのでしょうか。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） ありがとうございます。先生おっしゃられて

いるのは、整備案の３案を載せているところの３案載るかということでしょうか。 

 

 ●●委員 はい。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） こちらにつきましては、３案を検討した結果

で、本文に載りますのは採用としている１案のみの掲載となります。 
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 ●●委員 それで、個人的にはいろんな説明も受けましたし、鳴瀬川水系につい

ては案の１のような形でいいのかなと。それから、吉田川水系につきましては、こ

れも個人的には、自分も吉田川水系ずっと関わってきたものですから、今後取るべ

き対応としては中流部に遊水地を将来検討してもらうという、これのほうが一番い

いのかなという感じしております。さっき善川遊水地とか、竹林川遊水地、あの程

度の規模の遊水地では、将来的に気候変動に耐えられるようなものとは、ちょっと

吉田川は難しいのではないかなと思っておりますので、そのように。 

 ただ、先ほど１番目の議題で規約改正ありまして、行政委員ですね、本日もご出

席いただいています東松島市さんは鳴瀬川、吉田川、どっちにも関わる行政機関だ

と思うのですが、それ以外は大崎市さんと加美町さんで鳴瀬川の関係の委員、一部

末端では吉田川にも関わる大崎市さんですね。やっぱり今回この吉田川遊水地計画

も第１案みたいな形で入るのであれば、やはりそこに関わる関係者も委員に入るよ

うなことも検討していただけるとありがたいかなと思うのですが、いかがでしょう

か。 

 

 座長 お願いします。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） 事務局からお答えいたします。 

 今回の整備計画の変更につきましては、懇談会の委員であられます東松島市さ

ん、大崎市さん、加美町さんのほうには当然、本日も参加いただいていますし、ご

説明もしております。一方、流域市町村の方々につきましても、今回委員の皆様に

事前にレクをした内容と同じ内容をご説明申し上げまして、いろいろ意見等をいた

だいているところでございました。 

 

 ●●委員 ただ、やっぱりこういう委員会の場にも、特に流域治水という形にも

なっていくものですから、全市町村さん全部というわけにはいかないと思うのです

が、もう少し関わる市町村さんに入ってもらうことも必要ではないかなという感じ

がしているのですが、それは難しいですか。 
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 事務局（北上川下流河川事務所） すみません。独断の判断ができないところあ

りますが、例えばですけれども、オブザーバー的にご参加いただくということかと

認識します。 

 

 事務局（東北地方整備局） おっしゃっている趣旨はよくご理解できます、より

インパクトがあるのが吉田川のほうということだと思いますので。少し検討させて

いただきまして、どういった自治体の方に入っていただいたらいいのかといったと

ころを整理いたしまして、またメンバー替わることがありましたら、またそういっ

たことで規約の改正等をさせていただければと思っております。 

 実際問題のもっと大きな部分での流域治水という、河川整備や下水、森林、農政

的な話まで全てを扱う流域治水の協議会には全ての自治体の皆様方に入っていた

だいて、いろいろご議論をしながら今進めているところでありますので、流域治水

協議会と学識者懇談会とをうまく連携しながらやりたいと思っておりますし、少し

今のご意見は預からせていただければと思います。 

 

 ●●委員 よろしくお願いします。 

 

 座長 ありがとうございました。よろしくお願いします。 

 そのほかにいかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

 

 ●●委員代理（●●委員） 大崎市の●●と申します。本日、●●市長がほかの

公務の関係で出席できませんので、代理で出席させていただいております。 

 まず最初に、先日の福島県沖の地震でちょっと我が市、浸水被害というのはそれ

ほど致命的なものはなかったのですが、少し水道の関係で断水が広域に広がりまし

て、整備局様には給水支援に多大なるご協力をいただきまして、この場をお借りし

て感謝を申し上げさせていただきます。 

 今回の整備計画の内容についてなのですけれども、ここまででも話ありましたよ

うに、吉田川での新たな水害に強いまちづくりの議論も精力的に行っていただいて

おりまして、その要素も随所随所で盛り込んでいただいているということ、非常に
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感謝をしております。その会議の場でもうちの市長が申しましたとおり、流域治水

への転換といいましても、やはり根幹となるのは河川整備だというふうに認識して

おりまして、その中で鳴瀬川、吉田川の次の治水計画を、さらなる前向きな目標を

掲げていただいて、事業を位置づけていただけるということは非常にありがたいと

考えております。 

 こういった形で事業を推進していたところ、地域で結構悩んでおります内水被害

についても非常に軽減できる、効果が期待できるというふうに考えておりますの

で、なかなか予算の確保だとか、そういったところで厳しい面はあるのかもしれま

せんが、事業の推進をしていただければというふうに考えているところでございま

す。 

 今回の恐らく変更の主眼ではないので、できればというところなのですけれど

も、少し治水の目標というところとは若干ずれるのですけれども、世界農業遺産と

いうワードがあまり入っていないので、大幅にがらっと内容を変えていただくのは

難しいとは思うのですけれども、少しその要素とか、その言葉を盛り込んでいただ

けるようにしていただけるとありがたいなというふうに考えております。  

 以上でございます。 

 

 座長 ありがとうございます。地域のなりわいが元気になるというところも非常

に重要なポイントなのだと思います。ありがとうございます。 

 はい。 

 

 ●●委員 今の副市長さんに併せて、自分も大崎世界農業遺産推進協議会の専門

アドバイザーやっているものですから、付け加えさせていただきたいと思うのです

が、この地域、今副市長さんおっしゃられたように、世界農業遺産にせっかく認定

されて、さらにこれだけの広い水田地帯含んだ世界農業遺産というのはほかにない

ものですから、特にここの地域は水田面積だけでも３万ヘクタール強の面積を抱え

る。３万ヘクタールの水田面積というと、それより小さい都府県は17か18都府県あ

るのです。それくらい広い面積なのです。ですから、そういう世界農業遺産とか含

めながら、部長さん挨拶に言われた流域治水ですね、今後モデル的にぜひ地域の人

たちと一緒になって考えてもらえばと思います。 
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 それから１つ、昭和61年の8.5の豪雨のときに、吉田川がやはり４か所決壊して

いるのですが、そのとき宮城県内で非常に危ない河川でありながら、河川の決壊を

免れたのは岩手県と宮城県の間に迫川の支流に夏川という川があるのですけれど

も、あそこは事前に洪水調節システムという協議会みたいな、今で言う、それこそ

流域治水のモデル的なものをつくっていて、それで夏川の水位がどれくらいになっ

たときには農業側の排水ポンプも全部止めますよと。ちょうど８月でしたから、農

業側も稲作期間中でしたけれども、そのときは一斉に排水ポンプを全部止めて、堤

防決壊は免れたのです。 

 僕個人としては、夏川が宮城県内で一番危ない河川だと思っているのですが、と

いうのは迫川に合流する地点で、計画高水流量は毎秒170トンぐらい、そして流域

面積というのは130平方キロ抱えていますので、比流量で見ますと、平方キロ当た

り、毎秒1.3トンぐらいしかないのです。これは、河川の計画洪水設計というより

は水田用の排水計画ぐらいの規模しか持っていないわけです。そういうところで、

やはりこれからの流域治水を考えてもらうときに、今大崎市さん含めて、今後ソフ

ト的な仕組みも何かモデル的なものを考えていただけるとありがたいかなと思っ

ております。余計なことですけれども。 

 

 座長 ありがとうございました。先ほど事務局からもご説明ございましたけれど

も、この計画と併せて、そういったきめ細かな話もどんどん進めていく必要が出て

くるということなのだと思います。ありがとうございました。 

 そのほかにご発言がありましたらお願いします。 

 はい。 

 

 ●●委員 すみません。この間説明に来たとき理解したつもりだったのですけれ

ども、ちょっと混乱しているので、教えていただきたいと思います。 

 28ページの新江合からの流量のことなのですけれども、この間、左に見ていると、

鳴瀬で、新江合で500トンのむような話になっているかと思うのですが、右の図だ

と、これ400トンしかのんでいないように見えるのですけれども、これそういうわ

けではないのでしたっけ。 
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 事務局（北上川下流河川事務所） すみません、生数字と切上げの違いでござい

まして。 

 

 ●●委員 そうか、それであれですね。 

 もう一つ質問は、７ページのところでは、治水事業の歴史という７ページの下の

ところに800トン導水すると書いてありますが、これは将来的にはここから800トン

入ってくるということになるのですか。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所）  現在の基本方針の計画上ですと、江合川

1,800トンから800トンを新江合川で鳴瀬川に分派するという計画でございます。 

 

 ●●委員 なるほど。それは方針…… 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） そうです、基本方針でございます。 

 

 ●●委員 基本方針にそういうふうになっているということですね。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） はい。 

 

 ●●委員 なるほど。分かりました。大変だなと思ったのが１つで、あとこの間

もちょっとお話ししましたけれども、もう800トン固定で、1.1倍したりすることは

ないということでよろしいですか。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） そこの議論につきましては、北上川水系基本

方針の気候変動対応などを検討している中で動きがあれば、また考えていかなけれ

ばならないと考えてございました。 

 

 ●●委員 そうすると、方針変わって、下流をまた太らせなければいけないかも

しれないということですか。 
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 事務局（北上川下流河川事務所） 可能性も含めだと思います。 

 

 ●●委員 なるほど。それは、仕組みとしてはどういうふうに進められることに

なるのですか。さっきお話しした方針変えるという話が出ていたかと思うのですけ

れども、それは北上と一緒の席に座ってやるとか、そういう話ではないですよね、

どういうふうに進められるつもりですか。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） 今現時点では、まず北上川水系の基本方針の

ほうを見直しが先に来るかと今想定してございます。 

 

 ●●委員 北上が先ですか。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） はい。 

 

 ●●委員 それに鳴瀬が応えるという形ですか。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） はい。 

 

 ●●委員 分かりました。ありがとうございます。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） よろしくお願いします。 

 

 座長 ありがとうございます。 

 

 事務局（東北地方整備局） いずれ連動していますので、方針を見直すときには

両方考えながら進めると思います。実際方針は、方針の委員会で議論されるという

ことになりますので、そのような流れの中でどう組み合わせて説明するのか、どち

らを先行するのかはまた議論になってくると思います。いずれにせよ少し後には、

そのような議論も出てくると思います。 
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 座長 ありがとうございます。 

 では、私からもう一つお聞きしたいことがあります。以前の会議で、竹林、善川

の遊水地計画と関連して、越流水が入ってくる状況を調べるために国総研で実験や

られて、こういった形で水が入るのだという話を伺った記憶があります。その際に、

河道断面・植生もきちんと管理することにより、想定したとおりに水が入って来る

というようなことを伺った記憶があります。 

 そうすると、今回この流量見直したときに、遊水地に入ってくる想定、どのくら

いハイドロのカットができるのかとか、そういうことが今までの設定と変わって来

ることは無いのか。越流堤の構造は今までの計画どおりで築造し、その構造に対し

て川の水位が上がってくればこれまで同様に越流する、そういう位置づけになるの

ですか。あるいは今の流量を見直したりすると、越流の仕方も微妙に変わり、越流

堤の高さの変更が必要であるとか。それも難しそうだなと思うのですけれども、そ

の辺の扱いはどういうふうになるのでしょうか。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） 床上事業で整備しております２池につきまし

ては、関東・東北豪雨対応として整備してございますが、現行整備計画までの話と

して水が入る、入らないという確認はしてございます。さらに、善川等の河道につ

きましては今回で整備する、変更計画で整備する内容が善川はございません。現行

整備計画の中で整備が終わりますので、水の入り方等については変わらないという

ことでございます。 

 

 座長 そうですか。それより下流側のところで、先ほど、中流域というお話あり

ましたけれども、そちらのほうが河道掘削とか、大きな変更があるということで、

あの辺りは大きな変更がないと、機能としては変わらないということですね。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） はい。 

 

 座長 ありがとうございます。 

 そのほかにございましたら、お願いします。 

 では、●●委員、お願いします。 
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 ●●委員 今度は、本業の環境のほうでちょっと教えてください。河道掘削して

変えると、当たり前ですけれども、いろいろ環境が変わるのですけれども、これ仕

方がないことなのですけれども、それがどういうふうに戻っていくというのでしょ

うか、変化していくのかということの水辺の国勢調査のような形も含めて、ちゃん

と生き物だけではなくて、例えば鳴瀬川、吉田川は計算供給ということで、奥松島

のカキ、あれは全国でも一年ガキが捕れるのは鳴瀬と、それから長面浦の２か所ぐ

らいなのです。これ非常にそういった産業にも関わりますので、そういった大切な

栄養分ですね、そういうものも含めてのモニタリングをちゃんと計画していただけ

れば、これは工事のときに変わるのは当然ですから、後で非常に役に立つものにな

るかなと思います。よろしくどうぞお願いいたします。 

 

 座長 はい。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） 物理環境等含めて、しっかりモニタリングし

てまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 座長 オンラインでつながっておられる委員からは、何かご発言ございませんで

しょうか。いかがでしょう。いいですか。 

 そのほかに何かご発言ありましたらお願いしたいと思います。よろしいでしょう

か。 

 

 「なし」の声 

 

 座長 ありがとうございました。では、様々ご意見いただきましたので、ほかに

ご意見、ご質問等ないようですので、整備計画の変更内容ということにつきまして

は以上にしたいと思います。 

 

５．そ の 他 
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 座長 これまでの全体の内容につきまして、何かご意見がありましたらご発言お

願いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 それでは、当初予定した時間にも大体なりましたので、以上で本日の議事を終わ

りたいと思います。 

 進行を事務局にお返ししたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 司会（北上川下流河川事務所） ●●座長、ありがとうございました。 

 資料―４がございますので、ここで説明させてください。 

 

 事務局（北上川下流河川事務所） 大変申し訳ございません。資料―４のほうに

移る前に、今し方委員の皆様からご指摘いただいたところにつきまして、幾つか補

足させていただければと思います。 

 ●●先生からお話されていたモニタリングの件でございますが、河川管理者とい

たしまして、今後のモニタリングを継続するとともに、運河の関係者とも調整等を

図りながら進めてまいりたいと考えてございます。よろしくお願いいたします。  

 一番最初に行いました規約の改正に伴いまして、私が概ねと非常に曖昧な回答を

してしまって、大変申し訳ございませんでした。第18回の代理出席のうち、15回が

11人中８名出席で、うち代理が３名ということが確認取れております。19回のうち、

代理出席があった回は13回、１から３名が代理出席となっているところを確認して

ございました。 

 以上、報告させていただきます。 

 また、大崎市の副市長様からお話ありました世界遺産の関係につきましては、本

文中ページで計画の趣旨や基本理念に含めて記載するように対応したいと思って

おります。 

 以上でございます。 

 続きまして、資料―４でございまして、パブリックコメントの実施と今後のスケ

ジュールについてご説明させていただければと思います。資料―４の１ページ目を

御覧ください。今回の懇談会を受けまして、素案につきましてパブリックコメント

で意見を募集したいと考えてございます。実施に当たりましては、事前に記者発表

において投げ込みを行う予定としてございます。 
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 そのほか変更素案の閲覧の状況といたしまして、記載しておりますとおり、国機

関、県機関、自治体に素案を提示するようにいたします。また、北上川下流河川事

務所のホームページで変更素案を公開いたしますとともに、意見の書き込み欄を設

けたいと考えてございます。 

 また、素案の閲覧場所につきましては、意見用紙を準備しまして、閲覧場所で意

見箱への投函やファクス、メール、郵送等で意見を伺う予定としてございます。  

 さらには、意見を聴く会といたしまして、直接地域の方に意見を伺う場を設けた

いと考えてございます。開催日程及び場所については、後日ホームページなどでお

知らせしたいと考えてございます。 

 資料の２ページ目は、前回行った際の記者発表資料やチラシ等の素案でございま

す。チラシについては、現在作成している最中でございます。 

 最後に３ページ目でございます。今後のスケジュール案をご説明いたします。本

日、第20回鳴瀬川水系河川整備局学識者懇談会を実施してございます。その後、変

更素案につきましては、令和４年４月から５月ぐらいにかけまして、パブリックコ

メントを30日間実施予定としております。その意見等を踏まえまして、変更原案を

作成した後、令和４年５月末から６月頃にかけまして、第21回鳴瀬川水系河川整備

学識者懇談会を開催する予定としてございます。その後、関係機関協議等を経まし

て、６月から７月頃にかけて鳴瀬川水系河川整備計画の変更に進んでいきたいと考

えてございます。 

 資料の説明については以上でございます。 

 

 座長 ありがとうございました。 

 では、今の内容について何かございますでしょうか。 

 

 「なし」の声 

 

 座長 では、なければ以上で終了して、事務局に進行をお返ししたいと思います。

どうもありがとうございました。 

 

 司会（北上川下流河川事務所） ●●座長、そして委員の皆様、長丁場の時間、
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ご審議いただきありがとうございます。 

 先ほどご説明したように、令和４年４月から５月にかけて河川整備計画変更素案

に対する住民意見反映の手続を開始する予定でございます。次回の懇談会におきま

しては、いただいた住民意見を計画に反映し、整備局の提案をご提示させていただ

きますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 次回の懇談会は、大体５月から６月中旬頃の開催を予定してございます。後日、

日程調整をさせていただきます。開催通知をさせていただきますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 また、本日の議事内容につきましては、会議の公開方法に基づき、事務局が議事

概要を作成して、各委員の皆様へメールにて送付させていただきますので、ご確認

のほどよろしくお願いいたします。 

 なお、本日参考としてございました、お配りしてございます鳴瀬川水系河川整備

計画の変更（案）については、お荷物になるかと思いますので、後日郵送させてい

ただくことも可能でございます。郵送ご希望の場合は、お名前と郵送をご希望の旨

を表紙に記載いただきまして、そのまま机に置いていただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、以上で本日予定してございました内容は全て終了となりますが、最後

に座長の●●先生より一言いただきたく、よろしくお願いいたします。 

 

 座長 長時間、ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

 私ごとになるのですが、私はこの年度いっぱいで卒業を迎えるものですから、こ

れを機会にこの懇談会のほうも卒業しようと考えております。これまで整備計画の

作成から変更等、皆様方に大変ご協力いただきました。これまで東日本大震災等あ

り、整備計画の変更があったわけですけれども、今回の気候変動への対応というの

は非常に大きな、ある意味分岐点というか、それほど重たいものなのではないかな

と考えております。そういった分岐点を迎え、これからどう川を造っていくか、計

画をどうつくっていくか。その分岐点において、また新たな視点で取り組んでいた

だくということも一つの良いタイミングなのではないかなと思いまして、今回をも

って退任させていただければと考えております。 

 ただ、この河川については、先ほども●●先生からお話ありましたけれども、河
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口の問題など、いまだに11年前の課題を引きずっているところもあります。私自身

はそれについて今後とも関わっていきたいなと思っておりますので、事務所とのつ

ながり等は旧来どおりお願いしたいと思っています。そういったところから、今後

の整備計画に対しても何がしかの貢献ができればと考えているところでございま

す。大変長い間、お世話になりました。また、今後ともよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。どうもありがとうございます。 

 

 司会（北上川下流河川事務所） ●●先生、長きにわたり、鳴瀬川水系学識者懇

談会にご尽力いただき、誠にありがとうございます。誠に勝手ではございますけれ

ども、委員の皆様、そして事務局の皆様、●●先生のご功労をたたえ、拍手したい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

 （拍手） 

 

６．閉  会 

 

 司会（北上川下流河川事務所） それでは、以上をもちまして第20回鳴瀬川水系

河川整備学識者懇談会を閉会いたします。誠に足場の悪いところでございますが、

お忙しいところでございましたが、今日本日閉会させていただきます。ありがとう

ございます。 

                           （午後 ３時３６分） 

 


